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第４節 貿易経済協力局 

貿易経済協力政策 

１. 2020 年度の貿易経済協力政策に関する主な動き（総

論） 

新興国を中心とした世界のインフラ需要は高まりを見

せている。これらの旺盛なインフラ開発需要を取り込むこ

とにより新興国の経済発展と我が国の力強い経済成長の

両方を実現すべく、政府開発援助（ＯＤＡ：Official 

Development Assistance）や、貿易保険等の公的金融機関

による支援を最大限活用し、経済協力とインフラシステム

海外展開の緊密な連携を図ることは重要である。経済産業

省は、我が国産業界や相手国のニーズを踏まえ、円借款、

海外投融資、技術協力、貿易保険、民間資金等を有機的に

連携させてきた。 

また、対内直接投資の拡大は、経営ノウハウや技術、人

材などの経営資源の流入を促し、我が国の生産性向上やイ

ノベーション創出、雇用拡大等に資するものである。そこ

で、政府は、2013 年６月に閣議決定された「日本再興戦

略」において、2020 年までに対内直接投資残高を 35 兆円

に倍増するという目標を掲げ、各種取組を強化しており、

2020年末時点で対内直接投資残高は過去最高の39.7兆円

となるなど、対内直接投資は増加傾向にある。 

あわせて、日本企業の円滑な海外事業活動を確保すべく、

経済のデジタル化に伴う国際課税ルールの見直しに係る

議論への対応や、租税条約に関する届出書等の電子化、租

税条約ネットワークの拡充に向けた分析等を行った。 

 

２．貿易振興政策 

２．１．中堅・中小企業の海外展開支援 

2020 年までに中堅・中小企業等の「輸出額」＋「現地法

人売上高」25.6 兆円を目標に掲げ、高い技術力を有し、海

外市場で十分に勝負できる潜在力を有する中堅・中小企業

の海外展開を推進するため、貿易・投資相談など各種支援

を実施した。（最新データである 2018 年度時点で中堅・中

小企業等の「輸出額」＋「現地法人売上高」23.7 兆円。） 

具体的には、2016 年２月に設立した「新輸出大国コン

ソーシアム」にて、企業のニーズに応じ最適な支援機関や

支援メニューを紹介するワンストップサービス、海外事業

計画の策定支援から現地での商談へのサポートに至るま

で国内外での切れ目の無いサポート、現地の市場情報の収

集、規格・規制対応、英文貿易実務などの実務的な個別課

題への対応といった支援を実施した。 

また、2019 年度から本格的に海外の主要ＥＣサイトに

設置している「ジャパンモール」を通じて、海外ＥＣサイ

トによる日本商品の販売支援を実施した。海外のＥＣ事業

者が買い取って販売するため、中小企業にとってリスクが

低く、継続輸出の可能性が高い取組となった。 

さらに、2020 年度から新たに「中堅・中小企業輸出ビジ

ネスモデル調査・実証事業」を実施し、ＥＣサイトを運営

する国内のプラットフォーム等の海外展開を支援し、プラ

ットフォームに参画する企業等の輸出拡大を促進した。 

 

２．２．農水産品輸出 

「2030 年までに農林水産物・食品の輸出額５兆円」を

達成するという新たな政府目標の達成に貢献するため、関

係省庁、自治体、業界団体等と一体となって農林水産物・

食品の輸出を推進した。 

具体的には、2017 年４月に設立した「日本食品海外プ

ロモーションセンター（ＪＦＯＯＤＯ）」において、和牛、

日本茶など特定の品目について、それぞれのターゲットと

なる国・地域に向けたプロモーション戦略を策定し、これ

を事業者と連携して実行した。 

また、５兆円目標の達成に向け、マーケットインで輸出

に取り組む体制を整備するため、2020 年 11 月に、内閣官

房長官を議長とし、経済産業大臣も構成員である「農林水

産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関

する関係閣僚会議」において、「農林水産物・食品の輸出

拡大実行戦略」を取りまとめ、2020 年 12 月に、内閣総理

大臣を本部長とする「農林水産業・地域の活力創造本部」

で決定した。 

 なお、2020 年の農林水産物・食品の輸出額は当初の目

標であった１兆円には届かなかったものの、9,217 億円と

なり、８年連続で過去最高を更新した。 

 

３．インフラシステム海外展開 

 拡大する世界のインフラ需要に対し、我が国の質の高い

インフラ海外展開を促進することは、我が国の経済成長に

とって重要であるとともに、相手国の経済発展にも貢献す

るものである。他方、昨今は欧米企業に加え価格メリット

のある新興国企業との市場競争の激化が顕著になってい
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る。2020 年 12 月の経協インフラ戦略会議において、「イ

ンフラシステム海外展開戦略 2025」を決定し、(１)カー

ボンニュートラル・デジタル変革への対応を通じた経済成

長の実現、(２)社会課題解決・ＳＤＧｓ達成への貢献、(３)

「自由で開かれたインド太平洋」(ＦＯＩＰ)の実現を目的

に、2025 年に約 34 兆円のインフラ受注を目指すことを掲

げた。2019 年のインフラ受注実績は約 27 兆円（2020 年は

集計中）であり、新たな政府目標を達成するためには、官

民がより一層連携し、市場ニーズに即した施策を講じてい

く必要がある。 

 経済産業省では、こうした状況を踏まえ、海外企業と連

携してコスト競争力等の強化を図り、第三国市場獲得に向

けた政府間の協力を推進した。具体的には、2020 年４月

に「日米戦略エネルギーパートナーシップ（ＪＵＳＥＰ）」

の枠組みを通じた日米協力の機会や具体例についてのオ

ンライン説明会を実施した。本説明会には、産業界を代表

する日米両国のエネルギー・インフラ関連企業から合計約

300 名が参加し、日米協力の推進に向けて協議した。2020

年９月には第７回ＪＵＳＥＰ会合が開催され、インド太平

洋地域における開かれた競争的なエネルギー市場の維持

及びエネルギー安全保障の強化について、日米両国のコミ

ットメントを再確認した。また、2020 年 10 月にベトナム

で開催された「インド太平洋ビジネスフォーラム」におい

て、日本、米国、豪州の３か国が協力・支援するパラオ光

海底ケーブルプロジェクトを発表した。日本は、自由で開

かれたインド太平洋の実現に向け、引き続き米国や豪州を

はじめとする関係国と連携しつつ質の高いインフラ支援

に取り組んでいくことを発表した。2020 年 12 月には「日

米越ＬＮＧフォーラム」をオンラインにて開催した。自由

で開かれたインド太平洋の実現に向け、日米越の３か国の

政府関係者、産業界等から約 450 名が参加し、ベトナムが

エネルギー転換を実現していく中で、ＬＮＧの果たす役割

の重要性を確認するとともに、ベトナムにおけるＬＮＧ関

連ビジネスへの投資機会の拡大について認識を共有した。

加えて、ベトナムにおいて日米協力を進める上での課題や

必要となる支援策についても議論した。 

さらに、新たなインフラ分野への展開の一環として、ス

マートシティの海外展開を支援した。2020 年 12 月に第２

回日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワークハイレベル

会合を国土交通省に協力する形で開催した。また、経済産

業省では、ＡＳＥＡＮ地域において、事業実施可能性調査

（ＦＳ）を通じたスマートシティ案件支援を実施した。 

 

４．通商金融政策 

 経済産業省は、外務省、財務省と３省体制で、円借款や

ＪＩＣＡ海外投融資に関し、制度創設･改善、個別案件へ

の供与方針決定等を行っている。 

 

４．１．インフラ案件形成等事業 

2020 年度は、アジアやアフリカを中心とする旺盛なイ

ンフラ需要を取り込みつつ、日本企業の優れた技術を途上

国開発に役立てるため、個別インフラ整備案件のＦＳを実

施した。 

 具体的な案件として、アンゴラ「アンゴラ・カビンダ州

Ｍａｌｅｍｂｏ発電所電源増強可能性調査事業」、フィリ

ピン「フィリピン・再エネハイブリッド技術を活用した電

力事業の実現可能性調査」等を実施した。 

 

４．２．経済協力ツールを活用した日本企業支援 

 アジアやアフリカを中心とする新興国の成長を取り込

み日本経済の活性化につなげるため、円借款、特に我が国

の優れた技術を途上国開発に活かす本邦技術活用条件（Ｓ

ＴＥＰ：Special Terms for Economic Partnership）・タ

イド条件を効果的に用いることが重要である。 

 2020年度には世界全体で43件の円借款を供与している

が、そのうちフィリピン「セブ-マクタン橋（第四橋）及

び沿岸道路建設事業」等４件においてＳＴＥＰ・タイド条

件を適用した。 

また、ＪＩＣＡ海外投融資については、ブラジル「北東

部クリーン電化事業」をはじめ、本格再開後、45 件の供与

実績がある。 

 

４．３．円借款・海外投融資の継続的制度改善 

 「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」の一環と

して、円借款の迅速化やＳＴＥＰの制度改善を行っている。

2020 年度には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を

受ける発展途上国における経済活動の維持、又は活性化に

貢献し、日本経済を下支えすることを目的として、「新型

コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款」を創設し

た。また、ＪＢＩＣにおける先議を含むＪＩＣＡ海外投融
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資の審査プロセスについて、産業界の意向を踏まえつつ、

日本企業のニーズに透明性と予見可能性をもって迅速に

対応するために、運用の見直しを行い、民間企業との不必

要な内談や、ＪＩＣＡ・ＪＢＩＣ間の非公式協議の廃止、

及びＪＢＩＣにおける先議の前倒しにより、全体期間を大

幅に短縮した。 

 これらの制度改善により、発展途上国の多様なニーズに

対応することが可能になるとともに、我が国のインフラシ

ステム海外展開の更なる拡大も期待される。 

 
５．貿易保険 

 貿易保険は、日本企業の対外取引（輸出、投資、融資等）

に関して、通常の保険によって救済することができないリ

スクを、国の信用力や交渉力に基づき長期間にわたり収支

相償を前提にカバーする保険である。貿易保険では、「非

常危険」（戦争、内乱、外貨送金停止等の相手国政府のリ

スク）と「信用危険」（プロジェクトの破綻等の相手企業

のリスク）を引き受ける。貿易保険業務については、各国

とも国の事業として実施・強化しており、我が国において

は、貿易保険法に基づく特殊会社として、株式会社日本貿

易保険（ＮＥＸＩ）が保険業務を実施している。 

 

５．１．引受実績 

 2020 年度は、アフリカ輸出入銀行向け融資案件、スウ

ェーデンにおけるＮｏｒｔｈｖｏｌｔリチウムイオン電

池製造工場建設プロジェクト案件等、計約 6.1 兆円の貿易

保険の引受を行った。 

 

５．２．貿易保険の在り方に関する懇談会 

2020 年秋、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行

により日本企業の対外取引に影響が生じたことや、貿易立

国から投資立国への転換など対外取引の在り方が変化し

ていることを踏まえ、貿易保険制度上の課題について検討

を行うため、「貿易保険の在り方に関する懇談会」を開催

し、(１)新型コロナの影響により顕在化した課題と対応、

(２)新型コロナ以外に予見されるリスクへの対応、(３)利

用者ニーズの変化等を踏まえた制度と実態の乖離への対

応、の３つの観点から議論を行った。議論を踏まえて、貿

易保険として制度の見直しが必要と考えられる項目、及び

現行制度の枠組みの中で運用の改善が必要と考えられる

項目を整理し、ビジネスリスクに制度・運用の両面から対

応するとともに、攻めのＳＤＧｓ投資等を促し、日本企業

の競争力強化を強力に後押しすることが必要である旨の

取りまとめを、2020 年 11 月に行った。 

 

５．３．インフラシステム海外展開の取組 

 「インフラシステム海外展開戦略 2025」（３．参照）に

基づき、ＮＥＸＩではカーボンニュートラルやデジタル分

野等における産業競争力向上、価値共創パートナーとの国

際連携、社会課題解決やＳＤＧｓ達成への貢献等の重点分

野について、積極的な案件形成を支援するため、2020 年

12 月、「ＬＥＡＤ（Leading Technologies & Businesses, 

Environment & Energy, Alliance, Development）イニシ

アティブ」を創設した。 

 

５．４．中堅・中小企業支援 

 ＮＥＸＩが 2011 年度から構築している「中堅・中小企

業海外展開支援ネットワーク」は日本全国 47 都道府県全

域に拡大し、提携金融機関数は計 110 となった（2021 年

４月時点）。 

 こうした取組等を背景に、中堅・中小企業及び農林水産

業従事者向けの保険商品「中小企業・農林水産業輸出代金

保険」の 2020 年度引受金額は増加し、140 億円を超えた。

引受件数は 3,000 件を超えている。 

 また、2020 年度は貿易保険の情報に手軽にアクセスで

きるよう、商品概要や利用方法等を紹介する動画を作成し、

ホームページ上で公開を行った。 

加えて、中堅・中小企業が海外進出を検討する際に取引

先候補の情報収集に役立つよう、ＮＥＸＩは 2021 年１月

に特定国・特定セクターの海外商社（バイヤー）情報一覧

の無料提供を開始した。 

 

５．５．第三国連携の推進 

 日本企業の他国企業との第三国における事業展開を支

援するため、ＮＥＸＩは、2020 年度に、中東欧、中央アジ

ア及び北アフリカ地域等の市場経済への移行支援と民間

プロジェクトへの投融資を行う国際開発金融機関である

欧州復興開発銀行（ＥＢＲＤ）、世銀グループであり発展

途上国の民間プロジェクトに投融資を行う国際金融公社

（ＩＦＣ）と協力覚書を、世銀グループであり、政治的リ
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スクや非商業的リスクから生じた損失に対する補償を提

供する多数国間投資保証機関（ＭＩＧＡ）との間で共同支

援案件における協力や定期協議を含めた包括的な協力協

定を、それぞれ締結した。 

 

６．技術・人材協力政策 

 技術・人材協力政策では、日本の技術や技能、知識の移

転を通じて、発展途上国の技術水準の向上と日本企業の海

外展開促進のため、発展途上国の社会・経済の開発の担い

手となる人材育成支援等を行っている。 

2020 年度は、東南アジアやアフリカをはじめとした発

展途上国の開発課題解決と日本企業の海外展開促進のた

め、発展途上国における制度・事業環境整備や産業人材育

成、社会課題解決及び高度外国人材に係る事業を実施した。

また、有識者会議「今後の海外産業人材協力の在り方勉強

会」を立ち上げ、今後の政策方針として、「技術協力の手

法については、遠隔指導ツールの活用などのアップグレー

ドを進めるとともに、技術協力の内容について、デジタル

及びカーボンニュートラル分野の産業人材育成に重点的

に取り組んでいく」という方針を打ち出した。 

 

６．１．制度・事業環境整備 

 主に発展途上国の業界団体等を対象に指導や啓発を行

うことにより、発展途上国における貿易投資促進に資する

制度・事業環境整備を行った。 

2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮

し従来の対面指導に加え、遠隔指導を実施した。製造業基

盤人材育成支援（インドネシア）、産業高度化支援（タイ）、

建物及び空調設備のトップランナー制度普及支援（ブラジ

ル）、組込みエンジニア育成支援（スリランカ）、生産性向

上支援（エチオピア）等について 3,669 名の研修生に対し

オンラインによる遠隔指導を実施し、196 名の研修生に対

し専門家派遣による研修を実施した。 

 

６．２．産業人材育成 

発展途上国の産業技術水準の向上や経済発展に寄与す

るとともに、日本企業の海外展開に必要となる現地拠点を

強化するため、発展途上国における民間企業等の現地産業

人材の育成を行った。具体的には、特定の技術や知見を有

する日本企業の専門家を発展途上国の企業に派遣する専

門家派遣事業、発展途上国から民間企業等の技術者や管理

者を研修生として受入れる、受入研修を実施した。また新

型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、オンラインによ

る研修等も実施した。 

2020 年度は、インドネシア、ベトナム及びフィリピン

等東南アジアを中心に、主に自動車関連、建設業、電器関

係及び産業機械といった分野を対象に、94 名の研修生を

受入れたほか、６名の専門家派遣（うち１名はオンライン

指導）、オンラインによる研修を約 5,200 名に対し実施し

た。 

 また、ＡＳＥＡＮ諸国等の大学で日本企業と連携した実

務教育を含む寄附講座の開設や、モディ首相が唱える「メ

イクインインディア」「スキルインディア」への貢献とし

て、インド国内において日本式ものづくり学校（ＪＩＭ）

寄附講座（ＪＥＣ）への取組を実施した。 

2020 年度は新たに１社がＪＩＭを開講し、合計 14 社と

なった。また、2020 年度は新たに約 200 名のインド人の

若者が将来の現場リーダーを目指して学び始めた。 

 

６．３．社会課題解決につながる海外展開支援 

発展途上国における社会課題の解決及び中小企業の海

外展開の促進を目的として、中小企業が現地の大学・企業

等と共同で取り組む、発展途上国における社会課題解決に

つながる製品・サービスの開発等の支援を実施した。 

2020 年度は、ガーナ等のアフリカを中心に、日本の安

全性の高い建設仮設足場の普及事業や、有機ごみとプラス

チック混合ごみの分散・低温炭化リサイクル事業といった

ビジネスモデルを支援した。 

 

６．４．高度外国人材の受入れ促進 

（１）高度外国人材活躍推進プラットフォームの動向 

2018 年６月に閣議決定された「未来投資戦略 2018」に

続き、2019 年６月の「成長戦略フォローアップ」でも、国

際的な人材獲得競争が激化する中、高度な知識・技能を有

する外国人材にとって我が国の生活・就労環境や入国・在

留管理制度等がより魅力的となり、かつ、これらの人材が

長期にわたり我が国で活躍できるよう、政府横断的に取組

を進めていくとされた。 

2018 年 12 月、関係省庁連携の下、ＪＥＴＲＯを事務局

として始動した「高度外国人材活躍推進プラットフォーム」
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のポータルサイトの関連施策情報やセミナー、ジョブフェ

アなどのイベント情報の充実を図った。また、2019 年４

月に高度外国人材の採用に高い関心を持つ日本企業の情

報掲載を開始したことに加え、７月には留学生と企業が直

接接点を持てるよう、留学生の就職支援に積極的に取り組

んでいる大学の情報掲載を開始した。 

さらに 2019 年４月から、高度外国人材の活用に課題を

抱える中堅・中小企業を対象に、専門相談員による伴走型

支援を開始し、2021 年３月末までに延べ 397 社に継続的

な情報提供・相談対応を実施した。 

2020 年度は高度外国人材を採用した後の日本企業内で

の活躍支援に重点的に取り組み、中堅・中小企業向けの活

躍支援教材や支援機関向け指導カリキュラムを作成した。 

 

（２）国際化促進インターンシップ 

日本の中堅・中小企業に対し、国内外の市場における新

たな商機の獲得やイノベーションの創発を実現するため、

発展途上国出身の外国人材を一定期間受け入れるインタ

ーンシップの機会を提供した。 

2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流

行拡大による影響を考慮し、ベトナム、インドネシア、マ

レーシア、インド、タイの外国人材と日本企業の間でオン

ラインインターンシップを実施した。参加した外国人材は

日本で働くにあたって有用なビジネスマナー等に関する

研修を受講して日本企業で働くことに対する理解を深め

るとともに、日本企業に対しては異文化コミュニケーショ

ンに関する研修を実施する等、外国人材の受入体制の整備

及び海外ビジネス展開のための意識改革を行った。 

 

（３）海外ジョブフェア 

高度外国人材の我が国への受入れを推進するため、海外

在住の外国人材の採用に関心がある日本企業を対象に、海

外３か国（マレーシア、インドネシア、インド）にてオン

ラインジョブフェアを実施した。 

ジョブフェア開催後は、今後、日本企業が自力で海外の

高等教育機関において高度外国人材の採用活動ができる

よう、現地の大学当局等とのオンライン交流会を開催し、

日本企業の海外における現地高等教育機関とのコネクシ

ョン形成を支援した。 

 

７．投資促進政策  

７．１．対内直接投資の促進 

（１）対内直接投資の現状 

2020 年末の対内直接投資残高は、前年比（金額ベース）

で 5.8 兆円増加し 39.7 兆円となったものの（参照：図 対

日直接投資残高とＧＤＰ比率の推移）、対ＧＤＰ比率では

国際的に極めて低い水準にあり、2020 年時点で、イギリ

スの 81.4％、米国の 51.6％、フランスの 37.3％、ドイツ

の 27.9％、韓国の 16.2％に比べ、日本は 7.4％にとどま

っている（参照：図 主要国の対内直接投資残高ＧＤＰ比

率 (2020 年末）)。 

図 対日直接投資残高とＧＤＰ比率の推移 

 

図 主要国の対内直接投資残高ＧＤＰ比率(2020 年末） 

 

【出所】 

日本：（残高）財務省「対外資産負債残高統計」、 

（ＧＤＰ）内閣府「国民経済計算」 

各国：ＵＮＣＴＡＤ "World Investment Report 2021" 

残高 (兆円) 
残高（兆円） 対 GDP ⽐率（％）

対 GDP ⽐率 (%)  
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外国企業誘致にあたっては、引き続き政府一丸となって、

外国企業向けの投資環境、外国人向けの生活環境整備等に

取り組み、諸外国に遜色ないビジネス環境を整備すること

が必要である。 

 

（２）対内直接投資の促進に向けた動き 

海外の優れた人材や技術を日本に呼び込み、雇用やイノ

ベーションの創出を図るため、政府は「日本再興戦略」に

おいて、2020 年までに対内直接投資残高を 35 兆円に倍増

するという目標を掲げた。 

2020 年度は、外国企業誘致体制整備のため、前年度に

引き続き、企業誘致に関する豊富な知識と経験を有する

「誘致専門員」等をＪＥＴＲＯの国内外事務所に配置し、

能動的な誘致活動を展開した。 

また、2018 年度に開始した「地域への対日直接投資サ

ポートプログラム」において、外国企業の投資による地域

への新たな経営資源の流入等を促すため、関係府省庁及び

ＪＥＴＲＯが連携して、地方公共団体等による外国企業誘

致活動（誘致計画策定、情報発信、個別案件誘致等）をき

め細かく支援している。支援対象自治体は当初、28 であ

ったが、2020 年度に２自治体が加わり、30 自治体となっ

た。さらに、「地域への対日直接投資カンファレンス（Ｒ

ＢＣ: Regional Business Conference」を東北地域（福島

県・仙台市）、京阪神地域（京都府・大阪府・兵庫県・京

都市・大阪市・神戸市）の２か所でオンラインにて開催し

た。経済産業省・ＪＥＴＲＯの支援により、地方自治体が

外国企業と地域企業とのマッチングなどを実施し、地域の

魅力的なビジネス環境を世界に向けて発信した。 

また、地域への対日直接投資を促進するため、外国企業

誘致に積極的な地域において、複数の自治体の行政手続や

優遇措置に精通し、地場企業とのネットワークを有する

「外国企業誘致コーディネーター」を引き続きＪＥＴＲＯ

に配置したほか、地方自治体等の誘致担当者が、外国企業

誘致に対する理解を深め、企業誘致に必要なスキルや知見

を取得するための実務者向け研修事業を実施した。 

外国企業が抱える課題解決に向けた取組としては、新型

コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2020 年６月に「外

国企業ヘルプライン」をＪＥＴＲＯに導入し、既に日本に

進出している外国企業を対象に、日本国内ビジネスに関連

する相談対応を行った。加えて、それら外国企業の国内に

おける人材確保を支援するため、外国人留学生やグローバ

ル人材とのオンラインでの交流会を開催した。 

 

７．２．国内外企業の協業促進 

グリーン・デジタル等重要分野における日本企業と海外

企業のマッチングや協業を促進し、オープンイノベーショ

ンを実現するため、「Japan Innovation Bridge（Ｊ-Ｂｒ

ｉｄｇｅ）」を 2021 年２月ＪＥＴＲＯに立ち上げた。国内

において海外スタートアップ企業等との協業に関心のあ

る企業（中堅・中小企業を含む）を発掘するとともに、米

国、欧州、ＡＳＥＡＮ、インド、イスラエル、豪州におい

てヘルスケア、モビリティ、アグリテック、スマートシテ

ィ、小売、カーボンニュートラル分野で有望なスタートア

ップ企業等を発掘し、マッチングや面談支援等を行った。

これら企業を「Ｊ-Ｂｒｉｄｇｅ」会員とし、会員向けの

支援として、関心のある企業同士の面談のアレンジ、士業

専門家による新規ビジネス支援等を行った。また、イベン

ト・セミナーを通じ外国企業との協業のベストプラクティ

スの普及に努めるとともに、海外企業・日本企業が登壇す

るピッチイベントを主にＡＳＥＡＮにおいて合計 50 回行

った。 

 
７．３．国際課税制度に係る環境整備 

（１）グローバルな潮流と国内制度整備 

 従来の国際課税ルールが経済のデジタル化に対応でき

ていないとして、ＯＥＣＤを中心として、ＢＥＰＳ包摂的

枠組み（130 か国・地域以上が参加）における見直しの議

論が進められている。国際的な議論では、２つの柱からな

る議論が進められている。具体的には、物理的拠点（ＰＥ）

の有無に関わらず一定の売上のある市場国に課税権を配

分する「第１の柱」、国際的に定める最低税率未満の国の

海外子会社が稼得した所得を親会社の居住地国で合算課

税する「第２の柱」が検討されている。2021 年半ばまでの

国際合意を目指して議論が進められている（2021 年３月

末時点）ところ、今後、国際合意がなされた場合には、各

国において国内法化に向けた検討が進められることが見

込まれ、我が国のグローバル企業にも影響が生じることが

想定される。 

こうした観点から、2020 年度において、2021 年半ばに

見込まれる国際合意や、その後の国内法化においては、我
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が国企業に過度な負担を課さないよう配慮しつつ、国際競

争力の維持・向上につながるものとすべく取り組むよう税

制改正要望を行った。 

また、デジタル課税に関するＯＥＣＤの国際的議論の国

内法化を含め、国内及び海外事業における外国企業との公

平な競争環境に資する国際課税の在り方について、産業実

態を踏まえて議論すべく、2021 年３月に「デジタル経済

下における国際課税研究会」を設置した。 

さらに、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえてリモ

ートワーク環境を整備する等の観点から、租税条約に関す

る届出書等の提出について、電子提出が可能となるよう税

制改正要望を行った。具体的には、書面での提出とされて

いた租税条約に関する届出書等及びその添付書類につい

て、一定の要件を満たす場合に、書面での提出に代えて電

子でも提出できるようにする措置を講じた。 

 

（２）海外における事業環境整備 

昨今、新興国を中心とした進出先国において日系企業が

不当な課税を受ける事例が増加しており、現地における事

業環境及び利益の再投資に悪影響を与えている。そのため、

日系企業が多く進出している国の税制、執行実務、現地日

系企業が直面する二重課税等の税務上の課題等に関する

調査及び整理を実施した上で、オンラインセミナー等を通

じて周知活動を行った。 

また、進出先国における事業環境整備を進めるためには、

租税条約ネットワークを拡充し、海外子会社からの投資所

得（配当・利子・ロイヤルティ）等に対する源泉税率の減

免、海外での事業活動における課税範囲の明確化、税務紛

争を解決する仕組みの構築等を図ることが重要である。そ

のため、産業界のニーズも踏まえつつ、新規締結や改正を

進めていく国・地域の選定に向けた分析を行った。 

2020 年度においては、租税条約の改正につき３か国（ジ

ョージア、スイス及びウクライナ）との間で正式交渉を開

始し、２か国（ジョージア及びスイス）との間で実質合意

に至った。また、４か国（セルビア、モロッコ、ジョージ

ア及びスイス）との間で新規・改正の租税条約に署名し、

３か国（ジャマイカ、ウズベキスタン及びペルー）との間

で新規・改正の租税条約が発効した。 
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